
特例付加年金の

年金現価率 

(受給権を取得した日の年齢に対応する率) 

農業者老齢年金の

年金現価率 

(受給権を取得した日の年齢に対応する率) 

◎ 現行の農業者年金の給付は３つ 

・ 農業者老齢年金 

加入者が支払った保険料とその運用収入を基礎として、65歳以上75歳未満の間

で自身が選択し、裁定請求を行ったときから、終身（生涯）受け取ることが出来ま

す。また、75歳到達までに裁定請求を行わなかったときは、75歳到達の翌月から

受給となります。 

なお、希望により60歳から64歳の間で繰上受給することもできます。 

・ 特例付加年金 

保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎として終身受給できますが、受給するた

めには、農業経営から引退（経営継承）する必要があります。 

受給開始は原則65歳からですが、60歳まで繰上受給することができます。 

なお、この経営継承の時期についての年齢制限はありません。このため、例えば

65歳からは、農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて、

農業経営から引退（経営継承）することにより、特例付加年金の受給を開始するとい

うように自身で時期を決める（遅らせる）ことも可能です。 

・ 死亡一時金 

加入者（受給者を含む）が80歳前に亡くなられた場合に、死亡した翌月から80歳に

達する月まで農業者老齢年金を支給するとした場合に支払われることとなる年金を、支

払われるまでの期間に応じた金利で割り引いた金額（農業者老齢年金の現在価値に相当

する額）が、死亡した方と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。 

ただし、加入した年齢と亡くなった年齢やそれまでの運用収益がどの程度であった

かなどによって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。 

 
年金額の算定方法 

（１）農業者老齢年金 
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（２）特例付加年金 
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（注）年金現価率は、一定の年金額を支給するために、その何倍の年金原資を必要と

するかという率です。（予定利率・予定死亡率を勘案して農林水産大臣が設定） 
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